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右
の
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る
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松
江
地
方
裁
判
所
の
不
法
処
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

不
法
侵
入
容
疑
に
て
松
江
刑
務
所
に
收
容
中
の
平
井
英
雄
外
九
名
の
要
求
に
基
く
拘
留
理
由
開
示
裁
判
が
、
昭
和
二
十
三

年
十
月
三
十
日
松
江
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
開
廷
さ
れ
た
と
き
、
当
日
の
裁
判
長
木
村
判
事
は
、
九
名
の
被
疑
者
に
不
当
の

発
言
を
し
た
と
の
理
由
で
退
廷
を
命
じ
た
が
、
何
ら
の
発
言
も
せ
ず
、
退
廷
を
命
じ
ら
れ
な
か
つ
た
高
津
傳
次
郞
を
看
守
及

び
警
察
官
が
暴
力
を
も
つ
て
廷
外
に
連
れ
出
し
た
事
件
が
あ
る
。
当
日
暫
く
休
憩
の
後
、
裁
判
を
再
開
し
、
退
廷
を
命
じ
ら

れ
な
か
つ
た
高
津
傳
次
郞
を
再
入
廷
さ
せ
て
、
裁
判
長
は
拘
留
理
由
を
述
べ
た
が
、
不
法
に
退
廷
さ
せ
ら
れ
た
責
任
を
裁
判

長
に
追
及
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
長
は
何
ら
の
答
弁
を
し
な
か
つ
た
。 

以
上
の
処
置
は
、
す
べ
て
不
法
な
る
処
置
と
信
ず
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
眞
相
を
明
か
に
し
、
且
つ
法
務
総
裁
の
意

見
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 




